
項番 種別 項目 質問内容 回答

1 仕様書
1.4　履行期限
(2)

次年度以降の運用経費については、各団体と
個別契約となりますでしょうか？
またその際に、金額や運用要件も個別に変わ
ると考えればよろしいでしょうか？

お見込みのとおり、次年度以降の運用経費については、各
団体と個別契約となります。
なお、金額については技術提案表の番号14で提案した金
額が上限となりますが、各団体において運用要件を変更し
たりオプションの追加等があれば個別に折衝いただくこと
になります。

2 仕様書
1.4.　履行期限
(2)

仕様書（P.3）に下記の記載がありますが、令和
２年４月以降の契約事項・内容及び
契約金額について、どのように考えればよろし
いでしょうか。

契約事項・内容は統一されるのでしょうか。
契約金額は今回提示する運用経費が継続さ
れるのでしょうか、それとも増額等も含め
て各団体様と個別に金額交渉が可能でしょう
か。

■記載内容
「※令和２年度以降は、団体ごとに個別契約の
上、運用するものとする」

本調達と同一要件で運用する場合は、技術提案表の番号
14で提案した金額が契約金額の上限額となります。
なお、各団体において運用要件を変更したりオプションの
追加等があれば個別に折衝いただくことになります。

3 仕様書
1.4　履行期限
(2)

「令和２年４月以降は、団体ごとに個別契約の
上、運用するものとする。」とございますが、
　どの程度の期間の継続運用を見込んでいる
のかご教示お願い致します。

3年程を予定しています。

4 仕様書
2.1　前提条件
（3）

自動応答のヒット率向上のため、チャットボット
用のメッセージは、既存ホームページ「よくある
質問」や「Ｑ&Ａ」のデータの文言を（意味内容
を変更しない範囲で）修正し、構築してもよいで
すか。

修正する場合は、協議を必要とします。

5 仕様書
2.1　前提条件
（4）

高セキュリティを確保したサービスとあるが、具
体的な要件・仕様はありますか。

提供サービスに応じた最適なセキュリティレベルのご提案
をお願いします。

6 仕様書
3.1　機能要件
（3）

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託仕様書P5　3.システム要件3.1.機能
要件　(3)に記載されてます各種設定等とは、
具体的にはどのような設定をお考えでしょう
か。

ユーザーの追加等を想定していますが、詳細については落
札者と協議して決定するものとします。

7 仕様書
3.1　機能要件
（3）

メンテナンスや各種設定に、Q&Aの新規追加
を含みますか。

Q&A数上限内での追加・削除・変更を含みます。

「奈良県AI活用による自動応答システム導入等業務委託」に関する質問及び回答
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項番 種別 項目 質問内容 回答

8 仕様書
3.1　機能要件
(1)

仕様書（P.5)に下記の記載がありますが、「地
方公共団体プラン」は当該の地方公共団体か
ら申し込む必要があるため、当社でのアカウン
ト開設（=当社からの請求）は難しい認識です。

奈良県様及び各団体様は既にアカウントをお
持ちで、申請条件をクリアーされて申請手続き
も各団体様で実施していただけると考えてよろ
しいでしょうか。

■記載内容
(1)インターフェース
・本システムは、インターネットを通じて、ス
マートフォンより利用が可能でLINEをインター
フェースとして「チャットボット」形式により利用
できること。なお、地方公共団体プランを想定
している。
・各団体におけるLINEの導入経費、使用料が
発生する場合は、その費用も本調達に含むの
で、LINEの使用料等は受託者が支払うこと。

■ご参考
https://www.linebiz.com/system/files/jp/local
_public_plan.pdf

地方公共団体プランの適用を想定しています。
地方公共団体プランの申し込みは各団体が実施します。
従ってLINEのアカウント開設も各団体において実施しま
す。
ただし、地方公共団体プランを適用しない団体があった場
合は、仕様書3.1に記載のとおり、LINEの導入経費、使用料
が発生する場合は受託者において、その費用を負担する
ものとします。

9 仕様書
3.1　機能要件
（1）

地方公共プランを想定の場合、ＬＩＮＥのアカウ
ント申請は契約者様＝団体様が条件となって
おりますが、アカウント申請等の処理は団体様
でしていただける認識でよろしいですか。また、
ＬＩＮＥとの連携で必要な管理画面については
受託者に情報提供していただけるという認識
でよろしいですか。

地方公共団体プランの適用を想定しています。
地方公共団体プランの申し込みは各団体が実施します。
従ってLINEのアカウント開設も各団体において実施しま
す。
ただし、地方公共団体プランを適用しない団体があった場
合は、仕様書3.1に記載のとおり、LINEの導入経費、使用料
が発生する場合は受託者において、その費用を負担する
ものとします。
なお、LINEとの連携に必要な情報は、受託者に提供しま
す。

10 仕様書
3.1　機能要件
(１)

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託仕様書仕様書P5　3.1　機能要件
地方公共団体プランを想定されておられるの
で、基本無料でご利用いただけると存じます
が、
LINEの導入経費、使用料が発生した場合にお
ける想定上限金額をご教示ください。

想定上限額はありません。

11 仕様書
3.1　機能要件
（1）

今回の導入団体について、認証済みLINEのア
カウントを既にお持ちの団体様はいますか。ま
た、いる場合は、そのアカウントを地方公共プ
ランのアカウントとして移行することは可能で
すか。(地方公共プランは１団体につき１アカウ
ントまでというLINE社の制約があります）

参加団体のうち、2団体が既にLINE@の公式アカウントを所
有しています。ただし、地方公共団体プランへの移行が可
能であるかについては、不明です。

12 仕様書
3.1　機能要件
(3)

ログ収集において、出力形式はWeb画面閲覧
による出力でも良いですか。

web画面閲覧による出力のみは不可です。csv形式等での
データ出力または提供を指します。

13 仕様書
3.1　機能要件
(3)

システム利用状況等のログ収集とは“ユー
ザーの発話”“ボットの発話” “発話日時”の内
容が把握できれば良いですか。

仕様書5.1に記載している、運用報告書の内容を収集でき
ることは必須です。

14 仕様書
3.1　機能要件
(4)

自然言語処理によって、入力された質問の文
脈や意味をとらえ、確信度をもって的確な回答
を導くことができること。”とありますが、シナリ
オ（中間ナレッジ設置）と類似FAQの表示で的
確な回答に導く手法を提案してよろしいです
か。

お見込みのとおり。
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項番 種別 項目 質問内容 回答

15 仕様書
3.1　機能要件
(4)

“継続的に学習を行う”とありますが、人力で修
正を行い精度を上げることで、継続的に学習し
続ける。と考えてよろしいですか

お見込みのとおり。

16 仕様書
3.1　機能要件
(6)

プッシュ機能を利用する場合の費用について
は受託者で負担と記載がありますが、受託者
側で上限を設定し提案して良いですか。もしく
は、各団体で想定している数があれば教えて
いただけますか。（例：毎月○通送付など）

上限は想定していませんので、受託者にて上限を設定して
提案しても構いません。

17 仕様書
3.1　機能要件
（2)

仕様書３．１機能要件(2)問合せ機能につい
て、LINEの友達登録数、及びコール数の目標
値を設定しているようであればご回答くださ
い。

目標値の設定はありません。

18 仕様書
3.1　機能要件
（3）

仕様書３．１機能要件(3)システム管理機能に
ついて、Q&Aのメンテナンスについては、お客
様にて実施されるとの解釈でよろしいでしょう
か。

技術提案表の番号12及び13の提案内容によります。

19 仕様書
3.1　機能要件
(4)

仕様書３．１機能要件(4)AIに関する機能につ
いて、「適切な統計的手法等により学習」とは、
「自動的に」との解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

20 仕様書
3.4　性能要件
(3)

システム管理者様向けの機能のメンテナンス
や各種設定には、Q&Aの新規追加を含みます
か。

Q&A数上限内での追加・削除・変更を含みます。

21 仕様書
3.1　機能要件
（6）

仕様書３．１機能要件(6)プッシュ機能につい
て、情報提供を実施する場合、ご想定されてい
る通知件数をご回答ください。

想定件数はありません。

22 仕様書 4.1　Q&A導入要件

別紙2のＱＡデータについて、「奈良市ＱＡ」「ご
みＱＡ」は今回の導入団体に入っていないの
で、掲載予定ＱＡの1,000件の対象としなくてよ
ろしいですか

「奈良市Q&A」「ごみQ&A」も含めて、別紙2をベースに参加
団体の回答データを1,000件程度作成する予定なので、対
象となります。

23 仕様書 4.1　Q&A導入要件
半年間の運用の中で新規追加ＦＡＱ及び廃棄
ＦＡＱ数について、毎月何件程度を想定されて
いますか。

想定件数はありません。

24 仕様書 4.1　Q&A導入要件
説明会について想定回数等はございますか。
ある際は県及びその他団体で合同開催が可
能ですか。

2回を想定しています。1回目は、落札者決定後のスケ
ジュール等に関する説明会、2回目は、操作方法等につい
ての説明会です。合同開催は可能です。説明会場は、奈
良県の指定する場所とします。
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項番 種別 項目 質問内容 回答

25 仕様書
4.4　システム管理者からの
問合せ対応

仕様書(P.7）に下記の記載がありますが、24時
間受付とはメールが受信ができる
という解釈でよいでしょうか。

■記載内容
4.4. システム管理者からの問合せ対応
・システム管理者からのシステム管理者画面
の操作方法や障害対応などの問合せに対応
する
こと。
・電話（平日９：００～１７：００）及び電子メール
（２４時間受付）の対応を行うこと。

お見込みのとおり。

26 仕様書 5.1　運用業務
セキュリティ関連情報とは具体的にどのような
ことですか。

システムのバージョンアップ、セキュリティパッチの適用状
況等を指します。

27 仕様書 5.1　運用要件

仕様書(P.8）に下記の記載がありますが、どの
ような内容を想定されていますでしょうか。

■記載内容
システムの導入効果検証方法について提案す
ること。

技術提案表の番号11の提案内容を実施していただきま
す。

28 仕様書 6.その他(完成図書について)
本事業で必要となる完成図書はどのようなも
のがありますでしょうか。
ご教示願います。

構築に係るプロジェクト計画書、議事録、テスト結果報告
書、操作マニュアル等を想定していますが、詳細について
は落札者と協議して決定するものとします。

29 入札説明書 消費税率について

予定価格に関して、入札説明書に下記の記載
がありますが、消費税率は8％で算出されてま
すでしょうか。

また、運用にかかる経費については、本年10
月以降に消費税率が10％に変更なった際は、
\5,832,000.-に１０８分の８を乗じて得た金額
（本体金額）\5,400,000.-に
変更後の消費税率10％を加算した
\5,940,000.-が上限価格になるとの認識でよろ
しいでしょうか。

■記載内容
(6)予定価格
１３，６１１，８８８円（消費税及び地方消費税相
当額を含む）
　構築経費：７，７７９，８８８円（消費税及び地
方消費税相当額を含む）
　運用にかかる経費：５，８３２，０００円（消費
税及び地方消費税相当額を含む）

予定価格は、構築経費及び運用にかかる経費ともに消費
税率8%で算出しています。また、契約期間中に消費税率引
上げが行われた際には、変更契約を締結するものとしま
す。
なお、運用にかかる経費も入札時点での上限となりますの
で、入札書に添付する見積書には、入札説明書２(6)に記
載の予定価格の１０８分の１００を超えない範囲で内訳を記
載してください。

30 入札説明書 消費税率について

記入例を拝見すると、様式内では、税抜きと記
載がありますが、入札書に記載の金額を記載
するように書かれております。
入札書は、消費税分（８％）を上乗せした金額
と記載されておりますが、（様式Ａ－１）は様式
の記載の通り、税抜きで記載するのでしょう
か？

入札説明書６．(2)に記載のとおり、入札書には見積もった
金額の１０８分の１００に相当する金額を記載し、見積書(A-
1)にも同額を記載してください。

31 入札説明書
提案書記載要領
専門用語集について

入札説明書P6　10.提案書について(1)に記載
されております専門用語集に関して、所定の
フォームはございますでしょうか。

所定のフォームはございません。様式は任意です。
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項番 種別 項目 質問内容 回答

32 契約書
奈良県AI活用による自動応
答システム導入等業務委託
契約書について

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託契約書は、受託後に双方協議のもと
加筆修正を加えて、締結する原案と考えてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおり。

33 提案書評価表 番号４
提案書評価表について、番号４仕様書の理解
度の項目につきまして、評価点が０となってお
りますが、配点はされないとのことでしょうか。

お見込みのとおり。

34 提案書評価表 番号４

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託　提案書評価表　番号4　仕様書の理
解度の項目の点数が0点ですが、提案書に記
載は必要だが評価対象ではないという認識で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

35 提案書評価表 番号９

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託　提案書評価表　番号9サービスレベ
ルの項目に記載されてます別添『SLAの締結
及び提案について』はどこから確認すればよろ
しいでしょか。

正誤表をご確認願います。

36 提案書評価表 番号１４
②に記載のある13.22%と③に記載のある
13.12%はどちらが正しい割合となりますか？

13.22%が正しい割合となります。詳細は、正誤表をご確認
願います。

37 提案書評価表 番号１４

奈良県AI活用による自動応答システム導入等
業務委託　提案書評価表　番号14次年度以降
の運用項目に記載されてます1年間の経費の
上限は、本調達の予定価格の13.22%と13.12%
どちらが正しいのでしょうか？また、この際の
予定価格は税抜きという認識でよろしいでしょ
うか。

13.22%が正しい割合となります。詳細は、正誤表をご確認
願います。
予定価格とは、入札説明書２．(6)に記載の金額を指しま
す。

38 提案書評価表 項番１４

次年度以降の各団体の年間上限金額として、
本調達の予定価格の１３．２２％と記載があり
ます。本調達の予定価格は入札説明書の２(6)
予定価格13,611,888円（消費営及び地方消費
税相当額を含む）と記載がありますが、この金
額を基準に考えるという認識で間違いはない
でしょうか？この項目に記載のある「本調達の
予定価格」について、ご回答お願いいたしま
す。
また、上記の場合、本調達の予定価格は、税
込価格となりますが、計算式に記載のある１年
間の経費（税抜）とあります。
税抜と税込が混在しているように見受けられま
すが、正しくはどのように考えればよろしいで
しょうか？

お見込みのとおり。予定価格とは入札説明書２．(6)に記載
の金額を指しますので、この金額を基準に13.22％以下で
次年度以降の運用経費を提案してください。
なお、あくまで次年度以降の運用経費の上限額を示すため
に予定価格を基準としたものですので、次年度以降の運用
経費は税抜き金額を記載してください。

39 提案書評価表 番号１５
初期構築に関する費用は、各団体個別で別途
調整を行うという形となりますか？

お見込みのとおり。
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